
2023 年 ７月  

お客様 各位  

 

 

株式会社さくら新電力  

 

低圧の電気料金単価の改定のご案内  

 

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

平素は、さくら新電力をご利用いただきまして誠にありがとうございます。 

当社は、2023 年 8 月検針日から、下記のとおり電気料金単価を改定いたします。 

今回の変更は、東北電力の 6 月 1 日からの電気料金単価改定に伴い、燃料費調整における

各燃料価格の諸元の見直しを実施したことによる改定となります。 

当社では引き続きお客様にお得になるプランのご提案を続けて参ります。 

 

敬具 

１．対象プラン 

従量電灯 B、従量電灯 C、 

ブランデュー弘前 FC 応援プラン B、ブランデュー弘前 FC 応援プラン C 

２．単価改定内容 

  別紙１をご確認ください。 

３．燃料費調整額 

  別紙２をご確認ください。  

４．料金シミュレーション 

  別紙 3 をご確認ください。 

５．改定後の料金適用 

  2023 年 8 月分のご請求から適用となります。詳しくは別紙４をご確認ください。 

  ※ 8 月分の検針期間中に契約を終了した場合も、改定後の料金が適用されます。 

 

※詳しくは電力需給約款もご確認ください。 

※ホームページでは新旧対照表でもご確認頂けます。 

 

【本件に関するお問い合わせ先】 

株式会社さくら新電力 

電話番号：0172-40-4030 



別紙１ 

対象プラン（電気料金新旧一覧表） 

※料金単価表には、消費税相当額を含みます。 

従量電灯B

改定前 改定後 改定額 改定前 改定後 改定額

15A 552円35銭 554円40銭 2円05銭 495円00銭 554円40銭 59円40銭 0円00銭

20A 736円46銭 739円20銭 2円74銭 660円00銭 739円20銭 79円20銭 0円00銭

30A 1,104円69銭 1,108円80銭 4円11銭 990円00銭 1,108円80銭 118円80銭 0円00銭

40A 1,472円92銭 1,478円40銭 5円48銭 1,320円00銭 1,478円40銭 158円40銭 0円00銭

50A 1,841円15銭 1,848円00銭 6円85銭 1,650円00銭 1,848円00銭 198円00銭 0円00銭

60A 2,209円38銭 2,217円60銭 8円22銭 1,980円00銭 2,217円60銭 237円60銭 0円00銭

最初の120kWhまでの

1kWhにつき
18円93銭 29円50銭 10円57銭 18円58銭 29円71銭 11円13銭 0円21銭

120kWhを超え300kWhま

での1kWhにつき
24円68銭 35円00銭 10円32銭 25円33銭 36円46銭 11円13銭 1円46銭

300kWhを超える1kWhに

つき
27円43銭 37円40銭 9円97銭 29円28銭 40円41銭 11円13銭 3円01銭

従量電灯C

改定前 改定後 改定額 改定前 改定後 改定額

基本料金 契約容量1kVAにつき 368円23銭 369円60銭 1円37銭 330円00銭 369円60銭 0円00銭 0円00銭

最初の120kWhまでの

1kWhにつき
18円93銭 29円50銭 10円57銭 18円58銭 29円71銭 19円14銭 0円21銭

120kWhを超え300kWhま

での1kWhにつき
24円48銭 35円00銭 10円52銭 25円33銭 36円46銭 25円94銭 1円46銭

300kWhを超える1kWhに

つき
27円28銭 37円40銭 10円12銭 29円28銭 40円41銭 30円29銭 3円01銭

ブランデュー弘前FC応援プランB

改定前 改定後 改定額 改定前 改定後 改定額

30A 1,084円69銭 1,108円80銭 24円11銭 990円00銭 1,108円80銭 118円80銭 0円00銭

40A 1,452円92銭 1,478円40銭 25円48銭 1,320円00銭 1,478円40銭 158円40銭 0円00銭

50A 1,821円15銭 1,848円00銭 26円85銭 1,650円00銭 1,848円00銭 198円00銭 0円00銭

60A 2,189円38銭 2,217円60銭 28円22銭 1,980円00銭 2,217円60銭 237円60銭 0円00銭

最初の120kWhまでの

1kWhにつき
19円02銭 30円00銭 10円98銭 18円58銭 29円71銭 11円13銭 0円29銭

120kWhを超え300kWhま

での1kWhにつき
25円77銭 36円00銭 10円23銭 25円33銭 36円46銭 11円13銭 0円46銭

300kWhを超える1kWhに

つき
27円44銭 39円00銭 11円56銭 29円28銭 40円41銭 11円13銭 1円41銭

ブランデュー弘前FC応援プランC

改定前 改定後 改定額 改定前 改定後 改定額

基本料金 契約容量1kVAにつき 348円23銭 369円60銭 21円37銭 330円00銭 369円60銭 39円60銭 0円00銭

最初の120kWhまでの

1kWhにつき
18円93銭 30円00銭 11円07銭 18円58銭 29円71銭 11円13銭 0円29銭

120kWhを超え300kWhま

での1kWhにつき
24円48銭 36円00銭 11円52銭 25円33銭 36円46銭 11円13銭 0円46銭

300kWhを超える1kWhに

つき
27円44銭 39円00銭 11円56銭 29円28銭 40円41銭 11円13銭 1円41銭

種別

電力量料金

基本料金 契約電流

基本料金 契約電流

電力量料金

種別

電力量料金

種別

電力量料金

種別

東北電力
削減額

当社

当社 東北電力
削減額

当社 東北電力
削減額

当社 東北電力
削減額



別紙２ 

燃料費調整Ⅱ 

 

（１）燃料費調整額の算定 

  イ 平均燃料価格 

     原油換算値１キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量

および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。 

     なお、平均燃料価格は、１００円単位とし、１００円未満の端数は、１０円の

位で四捨五入いたします。 

平均燃料価格＝Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

  Ａ＝各平均燃料価格算定期間における１キロリットル当たりの平均原油価 

Ｂ＝各平均燃料価格算定期間における１トン当たりの平均液化天然ガス価格 

Ｃ＝各平均燃料価格算定期間における１トン当たりの平均石炭価格 

α＝０．０２５９、β＝０．２５６３、γ＝０．８９１５ 

    なお、各平均燃料価格算定期間における１キロリットル当たりの平均原油価格、

１トン当たりの平均液化天然ガス価格および１トン当たりの平均石炭価格の単位

は、１円とし、その端数は、小数点以下第１位で四捨五入いたします。 

  ロ 燃料費調整単価 

    燃料費調整単価は、次の算式によって算定された値といたします。 

     なお、燃料費調整単価の単位は、１銭とし、その端数は、小数点以下第１位で

四捨五入いたします。 

   （イ）１キロリットル当たりの平均燃料価格が８３，５００円を下回る場合 

     燃料費調整単価＝ 

（８３，５００円－平均燃料価格）×（（２）の基準単価÷１，０００） 

   （ロ）１キロリットル当たりの平均燃料価格が８３，５００円を上回る場合 

     燃料費調整単価＝ 

（平均燃料価格－８３，５００円）×（（２）の基準価格÷１，０００） 

  ハ 燃料費調整単価の適用 

     各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価

は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される

電気に適用いたします。 

平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間 

毎年１月１日から３月３１日までの期間 その年の５月の検針日から６月の

検針日前日までの期間 

毎年２月１日から４月３０日までの期間 その年の６月の検針日から７月の

検針日前日までの期間 



毎年３月１日から５月３１日までの期間 その年の７月の検針日から８月の

検針日前日までの期間 

毎年４月１日から６月３０日までの期間 その年の８月の検針日から９月の

検針日前日までの期間 

毎年５月１日から７月３１日までの期間 その年の９月の検針日から１０月

の検針日前日までの期間 

毎年６月１日から８月３１日までの期間 その年の１０月の検針日から１１

月の検針日前日までの期間 

毎年７月１日から９月３０日までの期間 その年の１１月の検針日から１２

月の検針日前日までの期間 

毎年８月１日から１０月３１日までの期間 その年の１２月の検針日から翌年

の１月の検針日前日までの期間 

毎年９月１日から１１月３０日までの期間 翌年の１月の検針日から翌年の２

月の検針日前日までの期間 

毎年１０月１日から１２月３１日までの期間 翌年の２月の検針日から翌年の３

月の検針日前日までの期間 

毎年１１月１日から翌年の１月３１日までの期間 翌年の３月の検針日から翌年の４

月の検針日前日までの期間 

毎年１２月１日から翌年の３月３１日までの期間 

（翌年が閏年の場合は、翌年の２月２９日までの

期間） 

翌年の４月の検針日から翌年の５

月の検針日前日までの期間 

  ニ 燃料費調整額は、その１月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価

を適用して算定いたします。 

 

（２）基準単価 

    基準単価は、平均燃料価格が１，０００円変動した場合の値とし、１キロワット

時につき１９銭７厘といたします。 

 

（３）離島ユニバーサルサービス調整  

イ 離島ユニバーサルサービス調整額の算定   

 (イ) 離島平均燃料価格 

原油換算値 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格は，貿易統計の輸入品

の数量および価額の値にもとづき，次の算式によって算定された値といたしま

す。 

なお，離島平均燃料価格は，100 円単位とし，100 円未満の端数は，10 円の

位で四捨五入いたします。 



離島平均燃料価格＝Ａ×α 

Ａ＝各離島平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの 

平均原油価格 

α＝1.0000 

なお，各離島平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原

油価格の単位は，1 円とし，その端数は，小数点以下第 1 位で四捨五入いたし

ます。 

（ロ）離島ユニバーサルサービス調整単価 

 離島ユニバーサルサービス調整単価は，各契約種別ごとに次の算式によって

算定された値といたします。 

なお，離島ユニバーサルサービス調整単価の単位は，1 銭とし，その端数は，

小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 

① 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格が 79,300 円を下回る場合 

離島ユニバーサルサービス調整単価＝  

(79,300 円－離島平均燃料価格) × ロの離島基準単価 ÷ 1,000 

② 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格が 79,300 円を上回る場合 

離島ユニバーサルサービス調整単価＝ 

 (離島平均燃料価格－79,300 円) × ロの離島基準単価 ÷ 1,000 

（ハ） 離島ユニバーサルサービス調整単価の適用      

各離島平均燃料価格算定期間の離島平均燃料価格によって算定された離島ユ

ニバーサルサービス調整単価は，その離島平均燃料価格算定期間に対応する次

の離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間に使用される電気に適用いたし

ます。 

離島平均燃料価格算定期間 
離島ユニバースサービス 

調整単価適用期間 

毎年１月１日から３月３１日までの期間 その年の５月の検針日から６月の

検針日前日までの期間 

毎年２月１日から４月３０日までの期間 その年の６月の検針日から７月の

検針日前日までの期間 

毎年３月１日から５月３１日までの期間 その年の７月の検針日から８月の

検針日前日までの期間 

毎年４月１日から６月３０日までの期間 その年の８月の検針日から９月の

検針日前日までの期間 

毎年５月１日から７月３１日までの期間 その年の９月の検針日から１０月

の検針日前日までの期間 

毎年６月１日から８月３１日までの期間 その年の１０月の検針日から１１



月の検針日前日までの期間 

毎年７月１日から９月３０日までの期間 その年の１１月の検針日から１２

月の検針日前日までの期間 

毎年８月１日から１０月３１日までの期間 その年の１２月の検針日から翌年

の１月の検針日前日までの期間 

毎年９月１日から１１月３０日までの期間 翌年の１月の検針日から翌年の２

月の検針日前日までの期間 

毎年１０月１日から１２月３１日までの期間 翌年の２月の検針日から翌年の３

月の検針日前日までの期間 

毎年１１月１日から翌年の１月３１日までの期間 翌年の３月の検針日から翌年の４

月の検針日前日までの期間 

毎年１２月１日から翌年の３月３１日までの期間 

（翌年が閏年の場合は、翌年の２月２９日までの

期間） 

翌年の４月の検針日から翌年の５

月の検針日前日までの期間 

 

（ニ）離島ユニバーサルサービス調整額 

① 定額制供給の場合 

定額制供給の契約種別に係る実施要綱等に定めるとおりといたします。 

② 従量制供給の場合 

離島ユニバーサルサービス調整額は，その 1 月の使用電力量にロによって算

定された離島ユニバーサルサービス調整単価を適用して算定いたします。 

ロ 離島基準単価 

離島基準単価は，離島平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値といたします。 

（イ） 定額制供給の場合 

定額制供給の契約種別に係る実施要綱等に定めるとおりといたします。 

（ロ） 従量制供給の場合 

離島基準単価は，次のとおりといたします。 

1 キロワット時につき 1 厘 

 

  



別紙３ 

 

従量電灯 B（30Ａの場合） 

 

 

 



 

 

従量電灯 C（8kVA の場合） 

 

 

 



別紙４ 

 

適用時期について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


